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宇宙航空研究開発機構

検討すべき事項

民間要望への対応を踏まえて、今後の開発に関する」AXAとして
の検討状況の内、以下について事項別に示す。

(1)米国射場における打上げの可能性
日本の回ケットであるGXロケットについて、米国内で打上げの実現性の見通し、および

そのための方策

(2)アトラスVl段 を用いたGXロ ケットの開発計画

今後、大幅な計画変更が生じることのないよう、機体仕様の変更も考慮しつつ、今後必
要な開発作業、およびその実施に必要なコスト、スケジュールの明能化

(3)アトラスVl段 の安定供給の確保
1段の機体が、GXロケットのために安定的に供給される見通し、およびそのための方策

(4)米国からの技術導入
GXロケット開発、運用にあたって、国として必要な技術情報の取り扱いに関する見通し、

および関連する方策



(1)米国射場での打上げについて

口民間の要望では、射場整備費用の節約の観点から、試験機について米国
射場を借用しての打上げが提案されている

日米国射場での打上げについて、宇宙条約、商業打上げ法への対応が必
要となるため、打上げ実施主体の整理によって」AXAの 役割が異なる

日いずれのケースにおいても、米国商業打上げ法の適用を受ける場合には
FAAによる安全性審査及び蓋然損害額(MPL)算出のため、GXロケットに
ついて相応の技術情報を開示することが必要である

日また、実証機を米国射場で打ち上げる計画では、実証機の打上げ後、国
内にGXロケット用の射場が存在しないことについても留意が必要である

日なお、」AXAとしては、民間の要望の趣旨も踏まえて、米国射場での打上
げ及び種子島射場からの打上げについて、並行して検討を進める
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保陰を超える場合の
賠償

米国政府
(但、日本政府への

求償可能性有)

米国政府

(向と)
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」AXA法 の適用 24条 (※ 4)

(※1)当骸行上げに係る管暗権や賠償債務の取決めがある場合にはそれによる

(※2)'T上す国

(a)■宙物体の打上げを行う国       (b)■ 菌朝体の打上げを行わせる国

(cl■ 由物はが その領域から打上げられる国 (3)■ 白物休が その施8Eから行われる国

(X3)米 国商業打上 f法の適用を受ける場合 GXrlヶットに対し F触 による安全性零養及び養然損害額(MPし)算出のため 相応の技術情報
の開示が必要

(X4)打 上げ安全基準 強制保険 保険超の保証は 」感 A法でなく 米法が適用されると思エ



O条 約の噂 国としての責任

自国の■宙活動(政府団体によって行われるか 非政府団体によって行われるかを問わない)について、国際的景任を有し 珪                  を 必要とする。

宇宙条約上の国の責任 参 考

XI打 上げを行わせる国」こま 私企業が外国打上げ業者に委任して打ち上げる(lT上げサービスを翻連する)場合も含まれるとするの力ぐ昨今の有力な考え方。

日本における条約担保培置

現状、JAXA射 場を用いる全ての打上げは、JAXA法 上の」AXAの 打上げに位置づけらるため、関係当事国としての国の許可及び継続的監督の責任 及び、打上げ国としての安全確保に係る責任担保は、」AXA法 に依拠して担保してい
る。

―」AXAOm曳 里■lm山 を歯駒庫五送り不7Fト

米国商業打上げ法の概要
参 考

制定 :1984年  (88 94    04年 改正)

益最密唐鍛;で
堕埜互麺 打壇 ぶこ対する国の計可及び程続的監督の担保 打上げ国としての損害購憤責任に係る国内措置のため

免Sf発絡:運輸省(DOT)連 邦航空局(FAム)南来事宙輸送室(ASI)
策件:公舞術生 安全 財産 国家安全保障 外資政策上の利益 条約上の強務を害するものでないこと
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〇二伍上Jの 定と

打上げ捜 再突入機 捲政物 乗
員 ■宙飛行参加者を地球から
次の場所に配置くしようと)するこ
と。米国内で1ま準備作業を合。

(A)弾道飛行
(B)■宮空間におけるJl道
(C)■宙空間

O免 84の種類

O t t R 4人のこ務

祖を■に保残 (。r財産上の責任表示)

亀岳喜撤 。盤経縄
合は米国政府が支払い(15億トルまで)

米国政府財産 1 1億ドルを超えない範囲
で基づさい出。

申 強

免許人と契約者間

角lt人と米国政府間(但 財政上の責任

O打 上!す国としての責任

打上げ日の定義 損害賠償 登 録

(a)宇 宙物体の打上げを行う国

(b)宇 宙物体の打上げを行わせる国率

(c)宇 宙物体が、その領域から打上げられる国

(d)宇 宙物体が、その施散から行われる国

地表、飛行中の航空機に与えた損害
→無過失責任

■宮空間での損害 ― 過失責任

打上げられた宇宙物体の
登録義務を負う。

打上げ国が複数の堪合は、
一の登録国を共同して決
定。

O ttlfの 対象

全ての者、法人 打上げ機の打上げ

対拐 再突入場の運営

再英入機の再突入
米国市民 法人

米国外かつ

外国領,外

米国出資51%

以上の外国法
人

外国政府の管は権を定める協定がない場合の、米国も資s %ヽ以
上の外国法人による上記の行為

査民舜督黒東博齢 磐暑
がある場合の米国出資51%以

免軒に同じ

暑境犀鳳培右鷲苫縄 鑑 1輪 績塩
技術意頑

額を超える場合)



免許発給プロセス(米国商業打上げ法) 参 考

|【審査部局!発計 費全操(the Bcengne and SaFetj D市●on)】                                    |

|(1)申8R前のコンサルテーション                                                  |

1  申 前希望者は申8t書類を提出する前に FAA(連 邦航空局(南業打上 f堂 ))に相破。高業打上げ要は プロセス等について牧示する。   |

1端 言塔「景鑑国の安全保障及び外交政策上問題がないことを確泌も                             |

1口 国 け経省 国務省等その他の省庁に対しても 意見を求める。                                   |

|(a安 全至至込ゴ承赳                                                   |

1口  申 職された実件に関して、定工的 定性的な安全性に対する零査を行う。                              |

|                                                                 |
|“)ベイロードレビュー及び決定

                  可 が得られているか 公衆fl生と費全 米国の安全保時及び外交政策 |
|口ど融娘快稗餓

駿入すがイロー出こついて嬢節
               |

|●  連 邦通信委員会 商務省 海洋大気庁等米国政府が所有 運用する術量は除く。
    ._… ……___― ――――――――――――十一■|

|(。財AttAIの 決定                              |【
'考 】算三者娘書MPL顧来紙

!口 打 上す機(もしくよ再突入強)について 量△盛然根言韻(M尼Lと室愛上全生     I DELTA V1261MS(ケ
ープカナベラル)

|【ω醐レビー                 拾 掛景YI宅:慌岳‖逃争しノ‐カ
1口 打 上げ活動が自然環ttに対し 計容不能な程度の形寧を与えるかについて毒至.   L:Z巳 !L賛 11型 E! 工ヽ洋2_____― ―-11

10生 二避2野 憂と機こ 第酔霊絡ぃ                                                 |

1囃 尋聾g幸 讐〒号告警を確実にするために連邦政府職員や連邦航空局の甥めた者が打上げ(もしくま再突入)活動を監視すること |

|   に 協力する。                                                         |

に 一十一~~~~― ―――――――――一―一…… ―――――――――――――――――――――…………十~~~~~― ――――――――― ― ―― !6

(2)アトラスVl段 を用いたGXロ ケットの開発計画

■ 」AXAと しては、1段のアトラスIllからVへ の変更は、機体の外形形状、質量特性、

搭載推進薬の増加等があり、ロケットシステムとしては詳細検討が必要であると考

える(次ページ参照)

■ 今後の開発に当たっては、従来の開発計画をそのまま継続するのではなく、機体

の仕様変更への対応(※)に必要な詳細な作業項目を明確にしつつ、今後の詳細

な開発に要する期間、費用をまとめることが必要である
(※),Jえば、空力特性、構造設計解析、および航法 誘導 制御系解析等のシステム設計解析の再実施、2段とのイン

タフェース条件の再検討等

口 GXロケットの全体開発計画(機休仕様、コスト、スケジュール、体制など)の検討に

当たっては、これまでの経緯に鑑み、後にプロジェクトの進行に多大な影響を与え

るような事態が発生しないよう、以下に留意しつつGALEX社 との間で合意した形

でまとめることを目指す
― 機体性能、開発コスト、開発スケジュールに大きな乖離が生じないよう、事前に十分な検討を行

なつた上での詳細な開発計画の策定

一 開発リスクを考慮した上で、官民連携プロジェクトとして適切な官民の役割分担および体制の構築

一 万 一、当初計画どおりに進まなかつた場合のリスクマネージメント
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(GX口ヶット小委員会 資料1-eょ り)



E技 術情報の開示範囲が限定的であり、」AXAの 役割を拡大する場合には、

技術情報等の開示範囲を拡大する検討が必要となる

日開示範囲の拡大の要否を検討し、拡大する場合には、その実現性、対価につ

いて検討する
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